
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
宮
城
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
変
更 

（
土
地
対
策
課
） 

一

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
促
進
室
） 

二

〇
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
基
準
の
策
定
（
七
件
） 

（
食
産
業
振
興
課
） 

二

〇
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
基
準
の
改
正
（
二
件
） 

（　
　

同　
　

） 

六

〇
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
基
準
の
廃
止
（
八
件
） 

（　
　

同　
　

） 

六

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
換
地
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
整
備
課
） 

八

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定 

（
森
林
整
備
課
） 

八

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
） 

八

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
） 

九

〇
都
市
計
画
変
更
案
の
縦
覧
（
三
件
） 

（
都
市
計
画
課
） 

九

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（　
　

同　
　

） 

一
〇

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
） 

一
〇

 
病

院

局

〇
病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程 

 

一
一

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
届
出 

 

一
一

〇
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

 

一
一

〇
政
治
団
体
の
解
散
届 

 

一
三

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
十
九
年
分
） 

 

一
三

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
年
分
） 

 

一
八

〇
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届 

 

二
〇

〇
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
の
届
出 

 

二
〇

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
七
四
五
号
中 

 

二
〇

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

　

国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
宮
城
県
土
地
利
用

基
本
計
画
の
一
部
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要

旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
書
は
、
宮
城
県
庁
（
企
画
部
土
地
対
策
課
）、
関
係
市
役
所
及
び
関
係
町
役
場
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

変
更
し
た
地
区
及
び
変
更
内
容

 

（1）　 平成20年３月14日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1941号　　 
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変
更
し
た
地
域
の
名
称

仙
台
農
業
地
域

村
田
農
業
地
域

栗
原
森
林
地
域

大
崎
森
林
地
域

石
巻
森
林
地
域

東
松
島
森
林
地
域

大
和
森
林
地
域

利
府
森
林
地
域

仙
台
森
林
地
域

名
取
森
林
地
域

市
町
村
名

仙
台
市

村
田
町

栗
原
市

大
崎
市

石
巻
市

東
松
島
市

大
和
町

利
府
町

仙
台
市

名
取
市

変　
更　
し　
た　
地　
区

宮
城
野
区
田
子
字
田
子
西
及
び
同
字

中
坪
の
各
一
部
並
び
に
同
区
岩
切
字

余
目
南
の
一
部

大
字
沼
辺
字
小
谷
地
の
一
部

金
成
大
平
の
一
部

岩
出
山
南
沢
の
一
部

魚
町
三
丁
目
及
び
渡
波
字
浜
曽
根
山

の
各
一
部

十
八
成
浜
清
崎
山
の
一
部

大
塩
字
角
柄
の
一
部

大
塩
字
表
沢
の
一
部

鶴
巣
大
平
字
谷
津
沢
二
番
の
一
部

小
野
字
岩
倉
及
び
同
字
一
ノ
渡
戸
の

各
一
部

葉
山
一
丁
目
の
一
部

青
葉
区
貝
ヶ
森
二
丁
目
の
一
部
並
び

に
同
区
国
見
四
丁
目
及
び
同
六
丁
目

の
各
一
部

愛
島
北
目
字
棟
ノ
木
山
、
同
字
出
来

沼
、
同
字
名
子
山
、
同
字
立
石
山
、

同
字
二
ツ
森
、
同
字
空
堀
山
、
同
字

峯
打
山
、
同
字
鍋
石
山
、
同
字
大
沢

及
び
同
字
南
部
砥
山
の
各
一
部
並
び

に
愛
島
笠
島
字
高
外
山
、
同
字
下
南

沢
、
同
字
蜂
ヶ
森
、
同
字
鷹
鳥
山
及

び
同
字
上
滝
ヶ
森
の
各
一
部

変　
更　
の　
内　
容

十
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

八
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

四
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

二
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
拡
大

二
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

十
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

八
十
九
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小



　
二　

計
画
書
の
一
部
変
更

　

宮
城
県
土
地
利
用
基
本
計
画
書
の
「
３　

土
地
利
用
上
配
慮
さ
れ
る
べ
き
公
的
機
関
の
開
発
保
全
整
備
計
画
」
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
た
。

　

別
表

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

艮
陵
協
議
会

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

里
見　

進

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
青
葉
区
星
陵
町
一
番
一
号

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
卒
後
臨
床
研
修
の
充
実
を
図
る
こ
と
を
通
し
て
、
医
師
の
養
成
と
、

地
域
医
療
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
年
二
月
二
十
九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
み
や
ぎ
の
純
米

酒
の
認
証
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
果
実
等
飲
料
の

認
証
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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果
実
等
飲
料
の
認
証
基
準

（
適
用
の
範
囲
）

第
１
　
こ
の
基
準
は
，
宮
城
県
内
で
搾
汁
し
充
て
ん
さ
れ
た
果
実
飲
料
，
に
ん
じ
ん
ジ
ュ
ー
ス
及
び
に
ん
じ
ん
ミ
ッ
ク

事
業
主
体

計
画
主
体
 

位
　
　
置

規
模

（
ha） 

 事
業
目
的
 

計
　
　
　
画
　
　
　
名

東
北

防
衛
局

東
北

防
衛
局

黒
川
郡

大
和
町

259
緑
地
整
備

王
城
寺
原
演
習
場
周
辺
緑
地
整
備
計
画

み
や
ぎ
の
純
米
酒
の
認
証
基
準

（
適
用
の
範
囲
）

第
１
　
こ
の
基
準
は
，
宮
城
県
内
で
製
造
さ
れ
た
純
米
酒
に
適
用
す
る
。

（
定
義
）

第
２
　
こ
の
基
準
に
お
い
て
，
み
や
ぎ
の
純
米
酒
と
は
，
酒
税
法
（
昭
和
28年
法
律
第
６
号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
酒

類
の
う
ち
，
同
法
第
３
条
第
７
号
に
掲
げ
る
酒
類
で
あ
っ
て
，
清
酒
の
製
法
品
質
表
示
基
準
（
平
成
元
年
国
税
庁
告

示
第
８
号
）
で
定
め
る
特
定
名
称
の
清
酒
の
う
ち
，
純
米
製
法
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
純
米
酒
，
特
別
純
米
酒
，
純
米

吟
醸
酒
又
は
純
米
大
吟
醸
酒
を
い
う
。

（
品
質
及
び
品
質
表
示
）

第
３
　
み
や
ぎ
の
純
米
酒
の
品
質
及
び
品
質
表
示
基
準
は
，
清
酒
の
製
法
品
質
表
示
基
準
及
び
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類

業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
28年
法
律
第
７
号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
の
ほ
か
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
製
造
管
理
）

第
４
　
食
品
衛
生
法
（
昭
和
22年
法
律
第
233号

）
等
関
係
諸
法
令
を
遵
守
し
，
適
切
な
製
造
管
理
を
行
う
こ
と
。

（
認
証
方
法
）

第
５
　
認
証
の
た
め
の
適
合
審
査
は
，
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
17年
宮
城
県
告
示
第
900号

）
に
基
づ
き
行

う
。

基
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
準

区
　
　
　
　
分

　
香
味
，
色
沢
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

品
位

品質

　
宮
城
県
内
で
生
産
さ
れ
た
米
で
あ
る
こ
と
。

原
料

米
原材料

　
米
こ
う
じ
及
び
水
以
外
の
も
の
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

原
料

米

以
外
の
原
料

　
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

食
品
添
加
物

　
「
宮
城
県
産
」，「
宮
城
県
〇
〇
米
使
用
」
等
の
宮
城
県
産
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
表
現
を
，
容
器
又
は
包
装
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
て
い
る
こ
と
。

原
料
原
産
地
及
び

そ
の
表
示
方
法

表示

川
崎
森
林
地
域

村
田
森
林
地
域

川
崎
町

村
田
町

大
字
今
宿
字
寺
ノ
沢
の
一
部

大
字
小
泉
字
西
谷
中
の
一
部

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
縮
小

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
拡
大



〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
蒸
し
・
ゆ
で
魚

介
藻
類
の
認
証
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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蒸
し
・
ゆ
で
魚
介
藻
類
の
認
証
基
準

（
適
用
の
範
囲
）

第
１
　
こ
の
基
準
は
，
宮
城
県
内
で
製
造
さ
れ
た
蒸
し
・
ゆ
で
魚
介
藻
類
に
適
用
す
る
。

（
定
義
）

第
２
　
こ
の
基
準
に
お
い
て
，
蒸
し
・
ゆ
で
魚
介
藻
類
と
は
，
宮
城
県
内
に
水
揚
げ
さ
れ
た
魚
介
藻
類
を
蒸
し
た
も
の

又
は
ゆ
で
た
も
の
を
い
う
。

（
品
質
及
び
品
質
表
示
）

第
３
　
蒸
し
・
ゆ
で
魚
介
藻
類
の
品
質
及
び
品
質
表
示
基
準
は
，
加
工
食
品
品
質
表
示
基
準
（
平
成
12年
農
林
水
産
省

告
示
第
513号

）
に
定
め
る
と
こ
ろ
の
ほ
か
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 （
製
造
管
理
）

第
４
　
食
品
衛
生
法
（
昭
和
22年
法
律
第
233号

）
等
関
係
諸
法
令
を
遵
守
し
，
適
切
な
製
造
管
理
を
行
う
こ
と
。

（
認
証
方
法
）

第
５
　
認
証
の
た
め
の
適
合
審
査
は
，
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
17年
宮
城
県
告
示
第
900号

）
に
基
づ
き
行

う
。

基
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
準

区
　
　
　
　
分

１
　
原
料
魚
介
藻
類
の
風
味
が
損
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

２
　
香
味
，
色
沢
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

３
　
形
状
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

品
位

品質

　
宮
城
県
内
に
水
揚
げ
さ
れ
た
魚
介
藻
類
で
あ
る
こ
と
。

原
料
魚
介
藻
類

原材料

　
食
塩
又
は
酒
以
外
の
も
の
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

原
料
魚
介
藻
類

以
外
の
原
料

　
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

食
品
添
加
物

ス
ジ
ュ
ー
ス
，ト
マ
ト
ジ
ュ
ー
ス
及
び
ト
マ
ト
ミ
ッ
ク
ス
ジ
ュ
ー
ス
又
は
り
ん
ご
ス
ト
レ
ー
ト
ピ
ュ
ア
ジ
ュ
ー
ス（
以

下
「
果
実
等
飲
料
」
と
い
う
。）
に
適
用
す
る
。

（
定
義
）

第
２
　
こ
の
基
準
に
お
い
て
，
果
実
等
飲
料
と
は
，
果
実
又
は
野
菜
を
破
砕
し
て
搾
汁
し
，
又
は
裏
ご
し
等
を
し
，
皮
，

種
子
等
を
除
去
し
た
も
の
（
ス
ト
レ
ー
ト
に
限
る
。）
を
い
う
。

（
品
質
及
び
品
質
表
示
）

第
３
　
果
実
等
飲
料
の
品
質
及
び
品
質
表
示
の
基
準
は
，
ト
マ
ト
加
工
品
の
日
本
農
林
規
格
（
昭
和
54年
農
林
水
産
省

告
示
第
1419号

），
に
ん
じ
ん
ジ
ュ
ー
ス
及
び
に
ん
じ
ん
ミ
ッ
ク
ス
ジ
ュ
ー
ス
の
日
本
農
林
規
格
（
平
成
８
年
農
林
水

産
省
告
示
第
383号

），
果
実
飲
料
の
日
本
農
林
規
格
（
平
成
10年
農
林
水
産
省
告
示
第
1076号

），
り
ん
ご
ス
ト
レ
ー

ト
ピ
ュ
ア
ジ
ュ
ー
ス
の
日
本
農
林
規
格
（
平
成
19年
農
林
水
産
省
告
示
第
1348号

），
ト
マ
ト
加
工
品
品
質
表
示
基
準

（
平
成
12年
農
林
水
産
省
告
示
第
1632号

），に
ん
じ
ん
ジ
ュ
ー
ス
及
び
に
ん
じ
ん
ミ
ッ
ク
ス
ジ
ュ
ー
ス
品
質
表
示
基

準
（
平
成
12年
農
林
水
産
省
告
示
第
1634号

）
又
は
果
実
飲
料
品
質
表
示
基
準
（
平
成
12年
農
林
水
産
省
告
示
第
1683

号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
の
ほ
か
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
基
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
準

区
　
　
　
　
分

１
　
果
実
飲
料
及
び
り
ん
ご
ス
ト
レ
ー
ト
ピ
ュ
ア
ジ
ュ
ー
ス

　
①
　
香
味
，
色
沢
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

　
②
　
き
ょ
う
雑
物
が
な
い
こ
と
。

２
　
に
ん
じ
ん
ジ
ュ
ー
ス
及
び
に
ん
じ
ん
ミ
ッ
ク
ス
ジ
ュ
ー
ス

　
①
　
香
味
，
色
沢
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

　
②
　
き
ょ
う
雑
物
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
。

３
　
ト
マ
ト
ジ
ュ
ー
ス
及
び
ト
マ
ト
ミ
ッ
ク
ス
ジ
ュ
ー
ス

　
①
　
香
味
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

　
②
　
粒
子
が
細
か
く
，
そ
の
分
布
が
均
一
で
あ
り
，
か
つ
，
粘
ち
ょ
う
性
が
適

度
で
あ
る
こ
と
。

　
③
　
き
ょ
う
雑
物
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
。

品
位

品質

１
　
宮
城
県
内
で
生
産
さ
れ
た
果
実
又
は
野
菜
で
あ
る
こ
と
。

２
　
未
熟
果
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。　
　

原
料
果
実
等

原材料

　
ト
マ
ト
ジ
ュ
ー
ス
及
び
ト
マ
ト
ミ
ッ
ク
ス
ジ
ュ
ー
ス
に
限
り
，
食
塩
を
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

原
料
果
実
等

以
外
の
原
料

　
り
ん
ご
，
ぶ
ど
う
，
も
も
，
西
洋
な
し
及
び
日
本
な
し
を
原
料
と
す
る
果
実
飲

料
（
り
ん
ご
ス
ト
レ
ー
ト
ピ
ュ
ア
ジ
ュ
ー
ス
を
除
く
。）
に
限
り
，
酸
化
防
止
の

た
め
の
Ｌ
－
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
又
は
Ｌ
－
ア
ス
コ
ル
ビ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

食
品
添
加
物

　
「
宮
城
県
産
」，「
宮
城
県
〇
〇
使
用
」
等
の
宮
城
県
産
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

表
現
を
，
容
器
又
は
包
装
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
て
い
る
こ
と
。

原
料
原
産
地
及
び

そ
の
表
示
方
法

表示



〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
く
ん
製
魚
介
類

の
認
証
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
焼
き
魚
介
類
の

認
証
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

第1941号　平成20年３月14日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

（
製
造
管
理
）

第
４
　
食
品
衛
生
法
（
昭
和
22年
法
律
第
233号

）
等
関
係
諸
法
令
を
遵
守
し
，
適
切
な
製
造
管
理
を
行
う
こ
と
。

（
認
証
方
法
）

第
５
　
認
証
の
た
め
の
適
合
審
査
は
，
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
17年
宮
城
県
告
示
第
900号

）
に
基
づ
き
行

う
。

　
 「
宮
城
県
産
」，「
宮
城
県
〇
〇
使
用
」
等
の
宮
城
県
産
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

表
現
を
，
容
器
又
は
包
装
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
て
い
る
こ
と
。

原
料
原
産
地
及
び

そ
の
表
示
方
法

表示

く
ん
製
魚
介
類
の
認
証
基
準

（
適
用
の
範
囲
）

第
１
　
こ
の
基
準
は
，
宮
城
県
内
で
製
造
さ
れ
た
く
ん
製
魚
介
類
に
適
用
す
る
。

（
定
義
）

第
２
　
こ
の
基
準
に
お
い
て
，
く
ん
製
魚
介
類
と
は
，
宮
城
県
内
に
水
揚
げ
さ
れ
た
魚
介
類
を
く
ん
材
で
く
ん
煙
し
た

も
の
を
い
う
。

（
品
質
及
び
品
質
表
示
）

第
３
　
く
ん
製
魚
介
類
の
品
質
及
び
品
質
表
示
基
準
は
，
加
工
食
品
品
質
表
示
基
準
（
平
成
12年
農
林
水
産
省
告
示
第

513号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
の
ほ
か
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

　（
製
造
管
理
）

第
４
　
食
品
衛
生
法
（
昭
和
22年
法
律
第
233号

）
等
関
係
諸
法
令
を
遵
守
し
，
適
切
な
製
造
管
理
を
行
う
こ
と
。

（
認
証
方
法
）

第
５
　
認
証
の
た
め
の
適
合
審
査
は
，
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
17年
宮
城
県
告
示
第
900号

）
に
基
づ
き
行

う
。

２
　
砂
糖

３
　
味
噌

４
　
し
ょ
う
油

５
　
酒

６
　
み
り
ん

７
　
香
辛
料

８
　
香
草

　　　材　　　　料

　　　　　　　質

　
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
，
原
料
魚
介
類
以
外
の
原
料
に
含
ま
れ
る
も

の
を
除
く
。

食
品
添
加
物

　
「
宮
城
県
産
」，「
宮
城
県
〇
〇
使
用
」
等
の
宮
城
県
産
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

表
現
を
，
容
器
又
は
包
装
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
て
い
る
こ
と
。

原
料
原
産
地
及
び

そ
の
表
示
方
法

表示

基
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
準

区
　
　
　
　
分

１
　
原
料
魚
介
類
の
風
味
が
損
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

２
　
香
味
，
色
沢
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

３
　
形
状
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

品
位

品

　
宮
城
県
内
に
水
揚
げ
さ
れ
た
魚
介
類
で
あ
る
こ
と
。

原
料
魚
介
類

原

　
次
に
掲
げ
る
調
味
料
以
外
の
も
の
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

１
　
食
塩

原
料
魚
介
類

以
外
の
原
料

焼
き
魚
介
類
の
認
証
基
準

（
適
用
の
範
囲
）

第
１
　
こ
の
基
準
は
，
宮
城
県
内
で
製
造
さ
れ
た
焼
き
魚
介
類
に
適
用
す
る
。

（
定
義
）

第
２
　
こ
の
基
準
に
お
い
て
，
焼
き
魚
介
類
と
は
，
宮
城
県
内
に
水
揚
げ
さ
れ
た
魚
介
類
を
焼
い
た
も
の
又
は
調
味
し
，

焼
い
た
も
の
を
い
う
。

（
品
質
及
び
品
質
表
示
）

第
３
　
焼
き
魚
介
類
の
品
質
及
び
品
質
表
示
基
準
は
，
加
工
食
品
品
質
表
示
基
準
（
平
成
12年
農
林
水
産
省
告
示
第
513

号
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
の
ほ
か
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。



〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
塩
蔵
等
魚
介
類

の
認
証
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
乾
（
干
）
し
魚

介
藻
類
の
認
証
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（5）　 平成20年３月14日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1941号　　 
（
定
義
）

第
２
　
こ
の
基
準
に
お
い
て
，
塩
蔵
等
魚
介
類
と
は
，
宮
城
県
内
に
水
揚
げ
さ
れ
た
魚
介
類
を
塩
蔵
し
，
又
は
こ
れ
に

塩
を
加
え
た
も
の
を
い
う
。

（
品
質
及
び
品
質
表
示
）

第
３
　
塩
蔵
等
魚
介
類
の
品
質
及
び
品
質
表
示
基
準
は
，
加
工
食
品
品
質
表
示
基
準
（
平
成
12年
農
林
水
産
省
告
示
第

513号
）
又
は
う
に
加
工
品
品
質
表
示
基
準
（
平
成
12年
農
林
水
産
省
告
示
第
1660号

）
に
定
め
る
と
こ
ろ
の
ほ
か
，

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
製
造
管
理
）

第
４
　
食
品
衛
生
法
（
昭
和
22年
法
律
第
233号

）
等
関
係
諸
法
令
を
遵
守
し
，
適
切
な
製
造
管
理
を
行
う
こ
と
。

（
認
証
方
法
）

第
５
　
認
証
の
た
め
の
適
合
審
査
は
，
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
17年
宮
城
県
告
示
第
900号

）
に
基
づ
き
行

う
。

基
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
準

区
　
　
　
　
分

１
　
原
料
魚
介
類
の
風
味
が
損
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

２
　
香
味
，
色
沢
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

３
　
形
状
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

品
位

品質

　
宮
城
県
内
に
水
揚
げ
さ
れ
た
魚
介
類
で
あ
る
こ
と
。

原
料
魚
介
類

原材料

　
食
塩
以
外
の
も
の
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

原
料
魚
介
類

以
外
の
原
料

　
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

食
品
添
加
物

　
「
宮
城
県
産
」，「
宮
城
県
〇
〇
使
用
」
等
の
宮
城
県
産
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

表
現
を
，
容
器
又
は
包
装
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
て
い
る
こ
と
。

原
料
原
産
地
及
び

そ
の
表
示
方
法

表示
（
製
造
管
理
）

第
４
　
食
品
衛
生
法
（
昭
和
22年
法
律
第
233号

）
等
関
係
諸
法
令
を
遵
守
し
，
適
切
な
製
造
管
理
を
行
う
こ
と
。

（
認
証
方
法
）

第
５
　
認
証
の
た
め
の
適
合
審
査
は
，
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
17年
宮
城
県
告
示
第
900号

）
に
基
づ
き
行

う
。

基
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
準

区
　
　
　
　
分

１
　
原
料
魚
介
類
の
風
味
が
損
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

２
　
香
味
，
色
沢
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

３
　
形
状
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

品
位

品質

　
宮
城
県
内
に
水
揚
げ
さ
れ
た
魚
介
類
で
あ
る
こ
と
。

原
料
魚
介
類

原材料

　
次
に
掲
げ
る
調
味
料
以
外
の
も
の
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

１
　
食
塩

２
　
砂
糖

３
　
味
噌

４
　
し
ょ
う
油

５
　
酒

６
　
み
り
ん

７
　
香
辛
料

原
料
魚
介
類

以
外
の
原
料

　
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
，
原
料
魚
介
類
以
外
の
原
料
に
含
ま
れ
る
も

の
を
除
く
。

食
品
添
加
物

　
「
宮
城
県
産
」，「
宮
城
県
〇
〇
使
用
」
等
の
宮
城
県
産
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

表
現
を
，
容
器
又
は
包
装
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
て
い
る
こ
と
。

原
料
原
産
地
及
び

そ
の
表
示
方
法

表示

塩
蔵
等
魚
介
類
の
認
証
基
準

（
適
用
の
範
囲
）

第
１
　
こ
の
基
準
は
，
宮
城
県
内
で
製
造
さ
れ
た
塩
蔵
等
魚
介
類
に
適
用
す
る
。

乾
（
干
）
し
魚
介
藻
類
の
認
証
基
準



〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
四
項
に
基
づ
き
、
湯
通
し
塩
蔵
わ

か
め
の
認
証
基
準
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
号
）
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

湯
通
し
塩
蔵
わ
か
め
の
認
証
基
準
第
三
の
表
品
位
の
項
中
「宮

城
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

」
を
「宮

城
県
漁
業
協

同
組
合

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
四
項
に
基
づ
き
、
乾
の
り
・
焼
き

の
り
の
認
証
基
準
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号
）
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

乾
の
り
・
焼
き
の
り
の
認
証
基
準
第
三
の
表
原
料
の
り
の
項
中
「宮

城
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

」
を
「宮

城
県
漁

業
協
同
組
合

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
四
項
に
基
づ
き
、
り
ん
ご
ジ
ュ
ー

ス
（
ス
ト
レ
ー
ト
）
の
認
証
基
準
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
六
百
九
十
七
号
）
を
次
の
よ
う
に
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

り
ん
ご
ジ
ュ
ー
ス
（
ス
ト
レ
ー
ト
）
の
認
証
基
準
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
廃
止
前
の
り
ん
ご
ジ
ュ
ー
ス
（
ス
ト
レ
ー
ト
）
の
認
証
基
準
に
基
づ
き
認
証
を
受
け
て
い

る
り
ん
ご
ジ
ュ
ー
ス
（
ス
ト
レ
ー
ト
）
に
つ
い
て
は
、
果
実
等
飲
料
（
平
成
二
十
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号
）

の
認
証
基
準
に
基
づ
き
認
証
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
四
項
に
基
づ
き
、
蒸
し
ほ
や
・
ゆ

で
ほ
や
の
認
証
基
準
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
号
）
を
次
の
よ
う
に
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

蒸
し
ほ
や
・
ゆ
で
ほ
や
の
認
証
基
準
は
、
廃
止
す
る
。
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基
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
準

区
　
　
　
　
分

１
　
原
料
魚
介
藻
類
の
風
味
が
損
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

２
　
香
味
，
色
沢
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

３
　
形
状
が
良
好
で
あ
る
こ
と
。

品
位

品質

　
宮
城
県
内
に
水
揚
げ
さ
れ
た
魚
介
藻
類
で
あ
る
こ
と
。

原
料
魚
介
藻
類

原材料

　
食
塩
以
外
の
も
の
を
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

原
料
魚
介
藻
類

以
外
の
原
料

　
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
。

食
品
添
加
物

　
「
宮
城
県
産
」，「
宮
城
県
〇
〇
使
用
」
等
の
宮
城
県
産
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

表
現
を
，
容
器
又
は
包
装
の
見
や
す
い
箇
所
に
記
載
し
て
い
る
こ
と
。

原
料
原
産
地
及
び

そ
の
表
示
方
法

表示

（
適
用
の
範
囲
）

第
１
　
こ
の
基
準
は
，
宮
城
県
内
で
製
造
さ
れ
た
乾
（
干
）
し
魚
介
藻
類
に
適
用
す
る
。

（
定
義
）

第
２
　
こ
の
基
準
に
お
い
て
，
乾
（
干
）
し
魚
介
藻
類
と
は
，
宮
城
県
内
に
水
揚
げ
さ
れ
た
魚
介
藻
類
を
乾
（
干
）
し

た
も
の
を
い
う
。

（
品
質
及
び
品
質
表
示
）

第
３
　
乾
（
干
）
し
魚
介
藻
類
の
品
質
及
び
品
質
表
示
基
準
は
，
加
工
食
品
品
質
表
示
基
準
（
平
成
12年
農
林
水
産
省

告
示
第
513号

）
に
定
め
る
と
こ
ろ
の
ほ
か
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
製
造
管
理
）

第
４
　
食
品
衛
生
法
（
昭
和
22年
法
律
第
233号

）
等
関
係
諸
法
令
を
遵
守
し
，
適
切
な
製
造
管
理
を
行
う
こ
と
。

（
認
証
方
法
）

第
５
　
認
証
の
た
め
の
適
合
審
査
は
，
宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
17年
宮
城
県
告
示
第
900号

）
に
基
づ
き
行

う
。



　
　
　

附　

則

１　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
廃
止
前
の
蒸
し
ほ
や
・
ゆ
で
ほ
や
の
認
証
基
準
に
基
づ
き
認
証
を
受
け
て
い
る
蒸
し
ほ
や
・

ゆ
で
ほ
や
に
つ
い
て
は
、
蒸
し
、
ゆ
で
魚
介
藻
類
の
認
証
基
準
（
平
成
二
十
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号
）
の

認
証
基
準
に
基
づ
き
認
証
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
四
項
に
基
づ
き
、
ほ
や
の
く
ん
製

の
認
証
基
準
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号
）
を
次
の
よ
う
に
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

ほ
や
の
く
ん
製
の
認
証
基
準
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
廃
止
前
の
ほ
や
の
く
ん
製
の
認
証
基
準
に
基
づ
き
認
証
を
受
け
て
い
る
ほ
や
の
く
ん
製
に

つ
い
て
は
、
く
ん
製
魚
介
類
の
認
証
基
準
（
平
成
二
十
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号
）
の
認
証
基
準
に
基
づ
き

認
証
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
四
項
に
基
づ
き
、
焼
き
ほ
や
の
認

証
基
準
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号
）
を
次
の
よ
う
に
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

焼
き
ほ
や
の
認
証
基
準
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
廃
止
前
の
焼
き
ほ
や
の
認
証
基
準
に
基
づ
き
認
証
を
受
け
て
い
る
焼
き
ほ
や
に
つ
い
て

は
、
焼
き
魚
介
類
の
認
証
基
準
（
平
成
二
十
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号
）
の
認
証
基
準
に
基
づ
き
認
証
を
受

け
た
も
の
と
み
な
す
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
四
項
に
基
づ
き
、
塩
蔵
ぎ
ん
ざ
け

の
認
証
基
準
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
）
を
次
の
よ
う
に
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

塩
蔵
ぎ
ん
ざ
け
の
認
証
基
準
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
四
項
に
基
づ
き
、
ぎ
ん
ざ
け
の
く

ん
製
の
認
証
基
準
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号
）
を
次
の
よ
う
に
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

ぎ
ん
ざ
け
の
く
ん
製
の
認
証
基
準
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
廃
止
前
の
ぎ
ん
ざ
け
の
く
ん
製
の
認
証
基
準
に
基
づ
き
認
証
を
受
け
て
い
る
ぎ
ん
ざ
け
の

く
ん
製
に
つ
い
て
は
、
く
ん
製
魚
介
類
の
認
証
基
準
（
平
成
二
十
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号
）
の
認
証
基
準

に
基
づ
き
認
証
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
四
項
に
基
づ
き
、
焼
き
ぎ
ん
ざ
け

の
認
証
基
準
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号
）
を
次
の
よ
う
に
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

焼
き
ぎ
ん
ざ
け
の
認
証
基
準
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
廃
止
前
の
焼
き
ぎ
ん
ざ
け
の
認
証
基
準
に
基
づ
き
認
証
を
受
け
て
い
る
焼
き
ぎ
ん
ざ
け
に

つ
い
て
は
、
焼
き
魚
介
類
の
認
証
基
準
（
平
成
二
十
年
宮
城
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号
）
の
認
証
基
準
に
基
づ
き
認

証
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
三
条
第
四
項
に
基
づ
き
、
フ
ラ
ン
ス
鴨
ハ

ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
認
証
基
準
（
平
成
六
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号
）
を
次
の
よ
う
に
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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フ
ラ
ン
ス
鴨
ハ
ム
・
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
認
証
基
準
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土
地
改
良
事

業
槻
木
地
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
換
地
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四
項
で
準
用
す
る
第
八
十
七
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
第
四

項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
、
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

換
地
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
年
四
月
十
五
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

柴
田
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

栗
原
市
栗
駒
岩
ヶ
崎
裏
山
二
一
六
の
一
四
九
か
ら
二
一
六
の
一
五
二
ま
で
、
二
一
六
の
一
六
五
、
二
一
六
の
一
六

八
、
二
一
六
の
一
六
九
、
二
一
六
の
一
七
五
、
二
一
六
の
一
七
六

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

干
害
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
栗

原
市
役
所
（
農
林
振
興
課
）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
三
月
五
日

二　

商
号
又
は
名
称
等 
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商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

宮
沢
建
設
株
式
会

社宮
澤
政
四
郎

株
式
会
社
泉
環
境

設
備
赤
間　
　

功

株
式
会
社
み
ち
の

く
建
設

大
須
賀　

崇

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

仙
台
市
太
白
区
長
町
四
丁

目
二－

四

仙
台
市
泉
区
泉
中
央
三
丁

目
三
十
四－

七

黒
川
郡
大
和
町
宮
床
字
下

小
路
二
十
四

建

設

業

許

可

番

号

特－

十
九

第
六
百
八
十
一

号般－

十
八

第
九
千
六
号

般－

十
六

第
一
万
二
百
五

十
七
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類 

全
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

管
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

造
園
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
年

 

二
月
六
日

平
成
二
十
年

 

二
月
八
日

平
成
二
十
年

 

二
月
六
日



　
三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

塩
釜
亘
理
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路

　

２　

名
称　

三
・
三
・
二
〇
二
号　

大
衡
落
合
線

　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
二
八
一
号　

古
館
奥
田
線

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

大
衡
村
大
衡
字
大
日
向
、
同
字
鐙
沢
、
奥
田
字
長
沢
、
同
字
梅
木
、
松
の
平
二
丁
目
及
び
松
の
平
三
丁
目
の
各

一
部

　

２　

廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

大
衡
村
大
衡
字
大
日
向
、
同
字
鐙
沢
、
松
の
平
二
丁
目
及
び
松
の
平
三
丁
目
の
各
一
部

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
及
び
大
衡
村
役
場
（
都
市
整
備
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
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有
限
会
社
タ
ク
ワ

澤
田　

末
治

株
式
会
社
和
泉

和
泉　
　

進

千
富
建
設

千
葉　

富
夫

有
限
会
社
テ
ク
ノ

・
ア
イ

相
澤　
　

孝

石
巻
市
前
谷
地
字
根
方
山

五－

十
二

岩
沼
市
桑
原
三
丁
目
二－

四
十
七

登
米
市
中
田
町
宝
江
黒
沼

字
新
荒
神
堂
七
十
二

仙
台
市
青
葉
区
芋
沢
字
吉

成
山
三－

百
二

般－

十
七

第
一
万
六
千
二

十
号

般－

十
七

第
一
万
六
千
百

三
十
四
号

般－

十
五

第
一
万
六
千
八

百
五
十
九
号

般－

十
七

第
一
万
七
千
六

百
十
五
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

建
築
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

管
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

平
成
二
十
年

 

二
月
四
日

平
成
二
十
年

 

二
月
十
二
日

平
成
二
十
年

 

二
月
十
三
日

平
成
二
十
年

 

一
月
三
十
日

岩
沼
市
下
野
郷
字
新
田
五
番
地
先
か
ら

同
市
押
分
字
西
土
手
一
〇
四
番
五
地
先
ま
で

前　
　

Ｂ
後
Ｂ

　

五
・
〇
〜

三
六
・
八

二
二
・
〇
〜

 

五
八
・
〇

二
、
一
五
五
・
〇

二
、
五
九
八
・
八

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。

変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後
Ａ

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

二
二
・
〇
〜

 

七
五
・
〇

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
、
五
九
八
・
八

備　
　

考

　

上
記
Ａ
及
び



法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
公
園

　

２　

名
称　

六
・
五
・
九
百
一
号　

大
衡
村
総
合
運
動
公
園

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

追
加
し
よ
う
と
す
る
区
域

　
　
　

大
衡
村
大
衡
字
鐙
沢
、
同
字
平
林
、
同
村
松
の
平
二
丁
目
の
各
一
部

　

２　

廃
止
し
よ
う
と
す
る
区
域

　
　
　

大
衡
村
大
衡
字
大
日
向
、
同
字
鐙
沢
の
各
一
部

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）
及
び
大
衡
村
役
場
（
都
市
整
備
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
仙
塩
広
域
都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
を
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
都
市
計
画
変
更
の
案
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
宮
城
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　

１　

新
た
に
用
途
地
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

な
し

　

２　

用
途
地
域
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

な
し

　

３　

用
途
地
域
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
土
地
の
区
域

　
　
　

大
衡
村
松
の
平
二
丁
目
、
大
衡
字
大
日
向
、
同
字
鎧
沢
、
同
字
平
林
の
各
一
部

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）、
大
衡
村
役
場
（
都
市
整
備
課
）

四　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
二
十
八
日
ま
で

五　

注
意
事
項

　

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
を
記
載
す
る
こ
と
。

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

岩
沼
市
第
二
武
隈
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

岩
沼
市
土
ヶ
崎
三
丁
目
八
番
一
号

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
六
年
十
二
月
二
十
八
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
三
月
七
日 

公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
平
成
二
十
年
三
月
七
日
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
　

白
石
市
福
岡
八
宮
字
青
木
下
二
十
三
番
、
二
十
四
番
及



　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
平
成
二
十
年
三
月
七
日
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 
病

院

局

〇
宮
城
県
病
院
局
管
理
規
程
第
二
号

　

病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
病
院
事
業
管
理
者　
　

木　
　

村　
　

時　
　

久　
　
　

　
　
　

病
院
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

病
院
局
財
務
規
程
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
支
出
」

を
「
払
出
し
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
及
び
給
食
材
料
で
受
入
れ
後
、
直
ち
に
全
量
を
消
費
す
る
も
の
」
を
「
、

給
食
材
料
、
医
療
用
及
び
給
食
用
消
耗
備
品
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

　

七　

燃
料

　

八　

職
員
被
服
及
び
消
耗
品

　

九　

不
用
品
で
不
用
の
決
定
後
直
ち
に
売
り
払
い
、
又
は
廃
棄
す
る
も
の

　

十　

そ
の
他
前
各
号
に
類
す
る
も
の

　
　
　

附　

則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会

委

員

長　
　

槻　
　

田　
　

久　
　

純　
　
　

　

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会

委

員

長　
　

槻　
　

田　
　

久　
　

純　
　
　

　

（
政
党
の
支
部
）
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地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

び
二
十
五
番

　

白
石
市
福
岡
八
宮
字
青
木
下
二
十
六
番
地

 

株
式
会
社
カ
キ
ヤ　
　
　
　
　
　

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
堀
内
字
南
竹
二
百
十
番
三

　

名
取
市
本
郷
字
大
門
七
十
六
番
地
三　

カ
ル
ム
Ａ
棟
百

一
号

 

長
田　

康
宏　
　
　
　
　
　
　
　

 

長
田　

美
波　
　
　
　
　
　
　
　

政
治
団
体
の
名
称　

島
貫
俊
一
後
援
会

的
場
要
後
援
会

仙
石
栄
利
後
援
会

代
表
者
氏
名

島
貫　

哲
也

的
場　

勝
男

吉
田　

憲
夫

会
計
責
任
者

氏　
　
　

名

島
貫
ひ
ろ
み

大
宮　

健
弘

目
黒
惠
榮
子

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

柴
田
郡
大
河
原
町
大
谷
字
町
向
二
一
五

－

三
柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
中
町
九
二

－

一
角
田
市
角
田
字
牛
舘
三
八

届
出
年
月
日

平
成
二
十
年

 

二
月
十
九
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
一
日

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
青
葉
区

支
部

自
由
民
主
党
豊
里
支

部同同自
由
民
主
党
村
田
町

支
部

代
表
者
氏
名

熊
谷　

善
夫

佐
々
木
国
吉

同同斎
藤
万
之
亟

異
動
事
項

代

表

者

同会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

新

熊
谷　

善
夫

佐
々
木
国
吉

鈴
木　

敏
子

登
米
市
豊
里
町
二

ツ
屋
二
五
九－

一

渡
辺　

元
道

旧

加
藤　

榮
一

大
槻　

一
男

武
田　

正
徳

登
米
市
豊
里
町
二

ツ
屋
二
四
九

吉
野　

孝
一

異
動
届
出
年
月
日

平
成
二
十
年

 

二
月
四
日

平
成
二
十
年

 

二
月
四
日

平
成
二
十
年

 

二
月
四
日

平
成
二
十
年

 

二
月
四
日

平
成
二
十
年

 

二
月
四
日



　

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）
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宮
城
県
商
工
政
治
連

盟
東
松
島
支
部

同

大
山　

三
智

同

同主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

櫻
井　

武
寛

東
松
島
市
上
下
堤

字
冠
木
一
一－

一

桜
井　

武
寛

東
松
島
市
上
下
堤

字
長
沢
六
七－

五
 

二
月
十
五
日

平
成
二
十
年

 

二
月
十
五
日

平
成
二
十
年

 

二
月
十
五
日

自
由
民
主
党
宮
城
県

土
地
改
良
建
設
職
域

支
部

清
野　
　

秀

代

表

者

清
野　
　

秀

田
村　
　

蓁

平
成
二
十
年

 

二
月
十
五
日

佐
藤
門
哉
後
援
会

し
む
ら
新
一
郎
後
援

会白
石
か
ら
政
治
と
平

和
を
考
え
る
会

同高
橋
純
斎
後
援
会

愛
と
緑
と
活
力
あ
る

県
政
研
究
会

塚
本　
　

繁

阿
部　

春
雄

佐
藤　

浩
悦

同
�
橋　

律
子

木
内　

崇
敬

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

同 

塚
本　
　

繁

白
石
市
福
岡
深
谷

字
地
蔵
堂
一
〇
八

佐
藤　

浩
悦

羽
田
野
真
悟

�
橋　

律
子

木
内　

崇
敬

古
沢　

孝
夫

白
石
市
福
岡
深
谷

字
青
木
七
一

芳
賀　

信
彦

佐
藤　

浩
悦

我
妻
千
加
子

青
山　

一
也

平
成
二
十
年

 

二
月
十
二
日

平
成
二
十
年

 

二
月
十
三
日

平
成
二
十
年

 

二
月
十
三
日

平
成
二
十
年

 

二
月
十
三
日

平
成
二
十
年

 

二
月
十
三
日

平
成
二
十
年

 

二
月
十
四
日

政
治
団
体
の
名
称

健
康
で
明
る
い
角
田

を
創
る
会

章
志
会

同皆
川
章
太
郎
後
援
会

同さ
さ
き
征
治
後
援
会

代
表
者
氏
名

面
川　

義
明

皆
川
章
太
郎

同皆
川
章
太
郎

同鎌
田
世
津
子

異
動
事
項

代

表

者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

同

新

面
川　

義
明

中
川　

吉
隆

加
美
郡
加
美
町
字

赤
塚
二
一
二－

五

中
川　

吉
隆

加
美
郡
加
美
町
字

赤
塚
二
一
二－
五

大
崎
市
鹿
島
台
広

長
字
大
館
下
五－

二

旧

佐
藤　

正
友

中
川　

惣
一

加
美
郡
加
美
町
字

町
裏
二
六
二－

二

中
川　

惣
一

加
美
郡
加
美
町
字

町
裏
二
六
二－

二

大
崎
市
鹿
島
台
平

渡
字
東
銭
神
七－
四

異
動
届
出
年
月
日

平
成
二
十
年

 

二
月
四
日

平
成
二
十
年

 

二
月
七
日

平
成
二
十
年

 

二
月
七
日

平
成
二
十
年

 

二
月
七
日

平
成
二
十
年

 

二
月
七
日

平
成
二
十
年

 

二
月
十
二
日

同自
由
民
主
党
多
賀
城

市
支
部

同寺
澤　

正
志

会
計
責
任
者

代

表

者

酒
井　

憲
明

寺
澤　

正
志

田
中　

將
典

石
橋　

源
一

平
成
二
十
年

 

二
月
十
五
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
五
日

同長
谷
川
あ
つ
し
後
援

会吉
川
ひ
ろ
や
す
を
囲

む
会

同

同長
谷
川　

敦

米
澤　
　

隆

同

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

会
計
責
任
者

須
田　

信
也

栗
原
市
築
館
荒
田

沢
四
一－

二
九
四

米
澤　
　

隆

柴
田　
　

純

秋
山　

尚
弘

栗
原
市
築
館
伊
豆

一－

七－

一
八

吉
田　

秋
一

青
山　

一
也

平
成
二
十
年

 

二
月
十
四
日

平
成
二
十
年

 

二
月
十
四
日

平
成
二
十
年

 

二
月
十
五
日

平
成
二
十
年

中
川
邦
彦
後
援
会

郷
乃
会

宮
城
県
看
護
連
盟

あ
た
た
か
さ
が
伝
わ

る
ま
ち
づ
く
り
の
会

及
川
圭
助
後
援
会

さ
さ
き
て
つ
お
後
援

鈴
木　

悟
郎

郷
湖　

健
一

阿
部　

歌
子

熊
谷　
　

弘

鈴
木　

信
男

熊
谷　
　

弘

同 会
計
責
任
者

同 代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

鈴
木　

悟
郎

齋
藤　

千
明

高
橋　

清
子

熊
谷　
　

弘

及
川　

圭
助

熊
谷　
　

弘

大
元　

龍
一

斉
藤　

千
明

矢
野　

直
美

高
橋
比
呂
志

後
藤　

一
衛

高
橋
比
呂
志

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
二
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
二
日

平
成
二
十
年

一
清
会

今
野
林
一
郎
を
育
て

る
会

斉
藤
敏
昭
後
援
会

仙
南
政
治
研
究
会

同富
田
利
子
後
援
会

山
城　

靖
夫

我
妻　

一
良

佐
藤
日
出
生

岡
本　

信
幸

同富
田　

利
子

会
計
責
任
者

同 主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

代

表

者

会
計
責
任
者

代

表

者

山
路　

啓
子

水
野　

善
夫

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町

汐
見
台
南
二－

二

七－

四

岡
本　

信
幸

星　
　

勝
彦

富
田　

利
子

大
竹　

春
男

堀
田　

孝
一

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町

吉
田
浜
字
細
田
一

七渡
部　

明
宏

岡
本　

信
幸

藤
本
あ
け
み

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
一
日

日
本
薬
業
政
治
連
盟

宮
城
支
部

同夢
を
か
た
ち
に
す
る

会
�
橋
清
男
後
援
会

同相
沢
た
だ
し
後
援
会

一
條　
　

武

同後
藤　
　

昇

芳
賀
千
鶴
男

同高
橋　
　

忠

代

表

者

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

名

称

会
計
責
任
者

代

表

者

一
條　
　

武

仙
台
市
泉
区
八
乙

女
三－

三－

一

佐
藤
喜
久
男

�
橋
清
男
後
援
会

�
橋
吉
四
郎

高
橋　
　

忠

鈴
木　
　

賢

仙
台
市
青
葉
区
大

手
町
一－

一

伊
澤　

俊
英

高
橋
清
男
後
援
会

高
橋
吉
四
郎

鎌
田　

幸
男

平
成
二
十
年

 

二
月
十
九
日

平
成
二
十
年

 

二
月
十
九
日

平
成
二
十
年

 

二
月
十
九
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
一
日



〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会

委

員

長　
　

槻　
　

田　
　

久　
　

純　
　
　

　

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
十
九
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

槻　
　

田　
　

久　
　

純　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

　

（資
金
管
理
団
体

）

政
治
団
体
の
名
称
阿
部
ひ
で
お
後
援
会
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土
村
秀
俊
後
援
会

同

千
葉　

林
一

同

同 会
計
責
任
者

千
葉　

林
一

西
山　

佳
子

松
野　

洋
子

松
野　

宏
一

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
二
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
二
日

同渡
辺
た
く
ろ
う
後
援

会人
見
弘
志
後
援
会

ふ
じ
わ
ら
文
隆
後
援

会佐
藤
み
つ
ぎ
後
援
会

菅
原
と
し
あ
き
政
治

懇
話
会

同渡
辺　

拓
朗

人
見　

弘
志

小
野
寺
久
良

佐
藤　

司
郎

菅
原　

敏
秋

会
計
責
任
者

同 代

表

者

同 主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

日
野　

恒
雄

藤
井
哲
士
郎

人
見　

弘
志

小
野
寺
久
良

大
崎
市
古
川
上
埣

字
宝
仙
田
一
三
八

山
内
え
み
こ

中
村　

嘉
輔

三
浦　

紀
一

大
久　

文
康

岡
本　

照
雄

大
崎
市
古
川
駅
前

大
通
五－
四－

二

五奥
田　

敏
夫

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
二
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
五
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
六
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
七
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
九
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
九
日

日
本
行
政
書
士
政
治

連
盟
宮
城
県
支
部

同日
本
弁
護
士
政
治
連

盟
仙
台
支
部

宮
城
県
理
政
会

怡
土　

利
光

同鈴
木　

宏
一

横
尾　

兼
康

代

表

者

会
計
責
任
者

同 代

表

者

怡
土　

利
光

佐
々
木
一
泰

眞
田　

昌
行

横
尾　

兼
康

大
塚　

義
夫

久
本　
　

宏

角
山　
　

正

西
條　

郁
男

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
二
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
二
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
二
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
二
日

大
泉
武
夫
後
援
会

佐
藤
は
つ
お
後
援
会

鈴
木
俊
明
後
援
会

大
久　
　

操

吉
見　

秀
雄

斉
藤　
　

好

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日

平
成
二
十
年
二
月
十
三
日

平
成
二
十
年
二
月
十
三
日

平
成
二
十
年
二
月
十
三
日

　
　
政
治
団
体
の
名
称

高
橋
忠
夫
後
援
会

佐
藤
ゆ
た
か
と
宮
城
の
福

祉
を
考
え
る
会

阿
部
ひ
で
お
後
援
会

代
表
者
の
氏
名

遠
藤　

辰
雄

佐
藤　
　

豊

阿
部　

秀
保

　
　
　
　
解
散
年
月
日

平
成
十
九
年
十
一
月
十
一
日

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

　

解
散
届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
二
月
四
日

平
成
二
十
年
二
月
七
日

平
成
二
十
年
二
月
十
二
日

本
田
昭
吾
後
援
会

大
沼
し
げ
や
す
と
新
し
い

市
政
を
考
え
る
会

ふ
じ
わ
ら
文
隆
後
援
会

菅
原
と
し
あ
き
を
県
政
へ

お
く
る
会

藤
元　
　

寛

亀
山　

幹
夫

小
野
寺
久
良

市
村　

勝
義

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
二
月
十
四
日

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
二
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
七
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
七
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
九
日

伊
藤
功
一
郎
後
援
会

斉
藤
規
夫
後
援
会

富
田
利
子
後
援
会

虎
川
太
郎
後
援
会

松
尾
政
昭
後
援
会

夢
を
か
た
ち
に
す
る
会

八
百　

和
子

田
中　

統
一

富
田　

利
子

大
元　

龍
一

福
岡　

長
一

後
藤　
　

昇

平
成
二
十
年
二
月
一
日

平
成
二
十
年
二
月
一
日

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
二
月
一
日

平
成
二
十
年
二
月
一
日

平
成
二
十
年
二
月
九
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日

高
橋
純
斎
後
援
会

水
野
寛
後
援
会

よ
し
の
孝
一
後
援
会

鈴
木
公
男
後
援
会

大
場
ひ
さ
し
さ
ん
を
県
政

に
送
る
会

登
米
市
佐
藤
の
ぶ
あ
き
後

援
会

�
橋　

律
子

水
野　
　

寛

鈴
木　

輝
夫

鈴
木　

公
男

大
場　

節
子

佐
藤　

幸
一

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
十
九
年
九
月
一
日

平
成
二
十
年
二
月
十
四
日

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
二
月
十
三
日

平
成
二
十
年
二
月
十
三
日

平
成
二
十
年
二
月
十
三
日

平
成
二
十
年
二
月
十
四
日

平
成
二
十
年
二
月
十
八
日

平
成
二
十
年
二
月
十
八
日

会

 

二
月
二
十
二
日



資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
阿
部
秀
保

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
東
松
島
市
長

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
12   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
佐
藤
ゆ
た
か
と
宮
城
の
福
祉
を
考
え
る
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
佐
藤

豊

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
平
成
20   年
１
月
25   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

4,254,44

        5  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

757,754

       

円

イ
本
年
収
入
額

3,496,691

         

円
�
支
出
総
額

4,219,50

        3  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
寄

附
3,179,07

        5  

円
�
寄
附

（内
訳
別
掲

）

3,179,07

        5  
円

　
　
　
　
　

ａ
個
人
か
ら
の
寄
附

3,179,07

        5  
円

イ
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

317,600

       

円
�
佐
藤
豊
を
応
援
す
る
仲
間
の
会

317,600

       

円

ウ
そ
の
他
の
収
入

16   

円

1

　
　
　
　
　
 0  万

円
未
満
の
収
入

16   

円

 

 合
計

 

 

3,496,69

        1  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
　
　

﹇寄
附
の
内
訳

﹈

ア
個
人
か
ら
の
寄
附

 

（寄
附
者
の
氏
名

） 

　
（金

額

） 

（住
所

）

 

　

石
垣
久
夫

80,00

 

 

     0  

円
仙
台
市
若
林
区

 

　

佐
藤

豊
745,57

 

 

      5  

円
仙
台
市
泉
区

 

　

白
木
福
次
郎

300,00

 

 

      0  

円
仙
台
市
若
林
区

 

　

高
橋
恒
夫

100,00

 

 

      0  

円
仙
台
市
泉
区

 

　

深
野
せ
つ
子

100,00

 

 

      0  

円
仙
台
市
若
林
区

 

　

淵
上

貫
之

1,500,00

 

 

        0  

円
東
京
都
千
代
田
区

 

　

本
田
眞
理
子

100,00

 

 

      0  

円
仙
台
市
青
葉
区

 

　

そ
の
他

253,50

 

 

      0  

円

小
計

3,179,07

        5  

円
�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

2,516,91

        4  

円

　
　
　
　

�
人
件
費

924,00

      0  

円

　
　
　
　

�
光
熱
水
費

42,41

     2  

円
�
備
品
・
消
耗
品
費

248,03

      5  

円
�
事
務
所
費

1,302,46

        7  

円

イ
政
治
活
動
費

1,702,589

         

円

　
　
　
　

�
選
挙
関
係
費

700,00

      0  

円

　
　
　
　

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

852,589

       

円

　
　
　
　
　

ａ
宣
伝
事
業
費

612,88

      5  

円

　
　
　
　
　

ｂ
そ
の
他
の
事
業
費

239,704

       

円

　
　
　
　

�
そ
の
他
の
経
費

150,00

      0  

円

 

 合
計

 

 

4,219,50

        3  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
鈴
木
公
男
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
鈴
木
公
男

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
岩
沼
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
14   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

72,476

      

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

72,476

      

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
水
野
寛
後
援
会
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資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
水
野

寛

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
白
石
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
13   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

10,000

      

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

10,000

      

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

10,000

      

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

 

 合
計

 

 

0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

10,000

      

円

　
　
　
　

�
そ
の
他
の
経
費

10,000

      

円

 

 合
計

 

 

10,00

     0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

政
治
団
体
の
名
称
伊
藤
功
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
21   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  
円

イ
本
年
収
入
額

0  
円

�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
大
泉
武
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
13   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
大
沼
し
げ
や
す
と
新
し
い
市
政
を
考
え
る
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
27   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
大
場
ひ
さ
し
さ
ん
を
県
政
に
送
る
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
18   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

38,00

     0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

15,000

      

円

イ
本
年
収
入
額

23,000

      

円
�
支
出
総
額

38,000

      

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

23,000

      

円

23   

人

 

 合
計

 

 

23,00

     0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

38,000

      

円

　
　
　
　

�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

38,000

      

円

　
　
　
　
　

ａ
宣
伝
事
業
費

38,00

     0  

円

 

 合
計

 

 

38,00

     0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
斉
藤
規
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
21   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
佐
藤
は
つ
お
後
援
会

（15）　 平成20年３月14日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1941号　　 



報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
13   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
菅
原
と
し
あ
き
を
県
政
へ
お
く
る
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
29   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
鈴
木
俊
明
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
13   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

5,218

     

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

5,218

     

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

5,218

     

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

 

 合
計

 

 

0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

5,218

     

円

　
　
　
　

�
光
熱
水
費

5,21

    8  

円

 

 合
計

 

 

5,21

    8  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
高
橋
忠
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年

２
月
４
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

32,060

      

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

32,060

      

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

32,060

      

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

 

 合
計

 

 

0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

32,060

      

円

　
　
　
　

�
備
品
・
消
耗
品
費

32,060

      

円

 

 合
計

 

 

32,06

     0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
高
橋
鈍
斎
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
13   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
富
田
利
子
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
21   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
登
米
市
佐
藤
の
ぶ
あ
き
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
18   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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政
治
団
体
の
名
称
虎
川
太
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
21   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
ふ
じ
わ
ら
文
隆
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
27   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

156,506

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

156,506

       

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
本
田
昭
吾
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
22   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

264,571

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

264,262

       

円

イ
本
年
収
入
額

309

   

円
�
支
出
総
額

264,571

       
円

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
そ
の
他
の
収
入

309

   

円

10   万
円
未
満
の
収
入

309

   

円

 

 合
計

 

 

309

   　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

264,571

       

円

　
　
　
　

�
そ
の
他
の
経
費

264,57

      1  

円

 

 合
計

 

 

264,57

      1  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
松
尾
政
昭
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
21   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
夢
を
か
た
ち
に
す
る
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
21   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

11,466

      

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

11,451

      

円

イ
本
年
収
入
額

15   

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
そ
の
他
の
収
入

15   

円

10   万
円
未
満
の
収
入

15   

円

 

 合
計

 

 

15   　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

 

 合
計

 

 

0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
よ
し
の
孝
一
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
13   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

1,250

     

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

1,250

     

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

1,250

     

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

 

 合
計

 

 

0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳
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ア
経
常
経
費

1,250

     

円
　
　
　
　

�
事
務
所
費

1,25

    0  

円

 

 合
計

 

 

1,25

    0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

槻　
　

田　
　

久　
　

純　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

　

（資
金
管
理
団
体

）

政
治
団
体
の
名
称
佐
藤
ゆ
た
か
と
宮
城
の
福
祉
を
考
え
る
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
佐
藤

豊

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
宮
城
県
議
会
議
員

報
告
年
月
日
平
成
20   年

２
月
７
日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

34,942

      

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

34,942

      

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

34,942
      

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

 

 合
計

 

 

0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

34,942

      

円
�
事
務
所
費

34,94

     2  

円

 

 合
計

 

 

34,94

     2  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
鈴
木
公
男
後
援
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
鈴
木
公
男

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
岩
沼
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
14   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

72,476

      

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

72,476

      

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

72,476

      

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

 

 合
計

 

 

0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

72,476

      

円
�
寄
附
・
交
付
金

72,47

     6  

円

 

 合
計

 

 

72,47

     6  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

政
治
団
体
の
名
称
伊
藤
功
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
21   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
斉
藤
規
夫
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
21   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
佐
藤
は
つ
お
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
13   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額
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�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
鈴
木
俊
明
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
13   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
登
米
市
佐
藤
の
ぶ
あ
き
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
18   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
虎
川
太
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
21   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  
円

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
ふ
じ
わ
ら
文
隆
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
27   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

156,506

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

156,506

       

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円

�
支
出
総
額

156,506

       

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

 

 合
計

 

 

0  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

156,506

       

円

　
　
　
　

�
そ
の
他
の
経
費

156,50

      6  

円

 

 合
計

 

 

156,50

      6  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
松
尾
政
昭
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
21   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

政
治
団
体
の
名
称
夢
を
か
た
ち
に
す
る
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年
２
月
21   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

11,474

      

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ア
前
年
繰
越
額

11,466

      

円

イ
本
年
収
入
額

8  

円
�
支
出
総
額

11,474

      

円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
そ
の
他
の
収
入

8  

円

10   万
円
未
満
の
収
入

8  

円

 

 合
計

 

 

8  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
支
出
の
内
訳

ア
政
治
活
動
費

11,474

      

円

　
　
　
　

�
寄
附
・
交
付
金

11,474

      

円

 

 合
計

 

 

11,47

     4  　円
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

槻　
　

田　
　

久　
　

純　
　
　

　

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金

管
理
団
体
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
三
月
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

槻　
　

田　
　

久　
　

純　
　
　

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

　

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
一
七
四
五
号
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
付
け
）
中

第1941号　平成20年３月14日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （20）

資
金
管
理
団
体
の

名

称

 章
志
会

長
谷
川
あ
つ
し
後
援

会菅
原
と
し
あ
き
政
治

懇
話
会

代
表
者
氏
名

皆
川
章
太
郎

長
谷
川　

敦

菅
原　

敏
秋

異
動
事
項

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

同　公
職
の
種
類

新

加
美
郡
加
美
町
字

赤
塚
二
一
二－

五

栗
原
市
築
館
荒
田

沢
四
一－

二
九
四

宮
城
県
議
会
議
員

旧

加
美
郡
加
美
町
字

町
裏
二
六
二－

二

栗
原
市
築
館
伊
豆

一－

七－

一
八

参
議
院
議
員

異
動
届
出
年
月
日

平
成
二
十
年

 

二
月
七
日

平
成
二
十
年

 

二
月
十
四
日

平
成
二
十
年

 

二
月
二
十
九
日

資
金
管
理
団
体
の
名
称

佐
藤
ゆ
た
か
と
宮
城
の
福

祉
を
考
え
る
会

阿
部
ひ
で
お
後
援
会

水
野
寛
後
援
会

鈴
木
公
男
後
援
会

代
表
者
の
氏
名

佐
藤　
　

豊

阿
部　

秀
保

水
野　
　

寛

鈴
木　

公
男

指
定
取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日

平
成
二
十
年
二
月
十
四
日

指
定
取
消
届
出
年
月
日

平
成
二
十
年
二
月
七
日

平
成
二
十
年
二
月
十
二
日

平
成
二
十
年
二
月
十
三
日

平
成
二
十
年
二
月
十
四
日

ペ
ー
ジ

段

行

正

　
　
　
　
　
　
　

誤

八

上

一
七

　

五
・
〇
〜三
六
・
八

　

五
・
〇
〜十
九
・
〇


